甲府市告示第２７２号

公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加申請書類及び企画提案書等の提出を招請します。

令和８年５月２０日

甲府市長　樋　口　雄　一

１　業務名
甲府市働き盛り世代の健康づくり支援業務

２　業務概要
市内事業所等による従業員の健康づくりの推進に繋がるヘルスケアサービスの実施

３　履行期間
契約締結日から令和９年３月３１日まで

４　参加資格
本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。
⑴　本業務を的確に遂行するに足りる能力、当該業務遂行に必要な技術及び、組織、人員体制を有する者であること。
⑵　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいずれにも該当していない者であること。
⑶　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。

⑷　本業務委託の公告の日から契約締結の日までの期間に、「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。
⑸　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続等及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続等開始の申立てがなされている者でないこと。
⑹　直近１年間の国税及び地方税に滞納がない者であること。

５　手続き
⑴　実施要領等の配布
公募型プロポーザル実施要領、仕様書及び各種様式等は、甲府市のホームページにて公表するため、適宜ダウンロードすること。
⑵　提出方法等
参加申込書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロ
ポーザル実施要領を参照すること。

６　連絡先
保健衛生部　保健衛生総室　健康政策課
山梨県甲府市相生二丁目１７番１号
電話：０５５－２３７－２５８６
メールアドレス：kenkouss@city.kofu.lg.jp
